
南砺市五箇山景観条例施行規則をここに公布する。 

平成２８年９月３０日 

南砺市長 

南砺市規則第４１号 

南砺市五箇山景観条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、南砺市五箇山景観条例（平成２８年南砺市条例第４号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（広告物に関する規定） 

第２条 条例第２条第７号に規定する広告物の設置等については、条例及びこの規則

の規定のほか、屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）及び同法に基づく富山

県屋外広告物条例（昭和３９年富山県条例第６６号）の規定を遵守して行われるも

のとする。 

（工作物） 

第３条 条例第９条第１号に規定する工作物は、次に掲げるものとする。 

（１）煙突、排気塔その他これらに類する工作物 

（２）装飾塔、記念塔、物見塔、風車その他これらに類する工作物 

（３）彫像、記念碑その他これらに類する工作物 

（４）高架水槽、冷却塔その他これらに類する工作物 

（５）電波塔、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物

（旗ざお及び次号に掲げる工作物を除く。） 

（６）電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物 

（７）垣（生垣を除く。）、さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物 

（８）観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドそ

の他これらに類する遊戯施設 

（９）コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその

他これらに類する製造施設 



（１０）自動車車庫の用に供する立体的な施設 

（１１）石油、ガス、飼料、穀物その他これらに類するものを貯蔵する施設 

（１２）ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他の処理施設 

（１３）太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途

に利用するための設備（以下「太陽光発電設備等」という。） 

（景観計画区域内における行為の届出及び通知） 

第４条 条例第９条の規定により行為の届出をしようとする者又は行為の届出をした

者で届出に係る事項を変更しようとするものは、景観計画区域内行為（変更）届出

書（様式第１号）に別表第１に掲げる図書を添付して市長に提出するものとする。

ただし、変更の届出は着手前に提出することとし、変更に該当しない図書の添付を

省略できるものとする。 

２ 前項の規定は、条例第１０条の規定による指導、助言又は勧告に従うことにより

生ずる変更については、適用しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、国、地方公共団体等が条例第９条の規定による行為

の届出をしようとするときは、景観計画区域内行為（変更）通知書（様式第２号）

に市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。 

４ 前項の規定は、通知書を提出した行為の変更について準用する。 

５ 市長は、前２項の規定により通知書の提出を受けた行為について、必要があると

認めるときは、当該国、地方公共団体等に対し景観づくりへの協力を要請するもの

とする。 

（景観計画区域内における事前の届出を要しない行為） 

第５条 条例第１１条に規定する景観計画区域内における事前の届出を要しない行為 

 の基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１）別表第２の左欄に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める規模を超える行為に該当しない行為 

（２）非常災害に対する必要な応急措置として行う行為 

（３）通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で次に定めるもの 

ア 仮設の建築物及び工作物で、存続期間が１年以内（工事に必要な仮設の建

築物及び工作物で工事期間が１年を超える場合は、その期間）のものの新築、

増築、改築若しくは移転又は外観の変更 

イ 次に掲げる土石、再生資源等の堆積 

（ア）堆積された物品を外部から見通すことのできない場所でのもの 



（イ）土石、再生資源等の堆積の継続する期間が１８０日以内のもの 

（４）建築物及び工作物又は広告物の除却 

（５）木竹の伐採で、次に掲げる行為 

ア 間伐等木竹の育成のために通常行われる木竹の伐採 

イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

（６）法令に基づく処分による義務の履行として行う行為 

（７）地盤面下又は水面下において行う行為 

（８）農林漁業を営むために行われる土地の区画形質の変更（宅地の造成、土地の

開墾並びに水面の埋立て及び干拓を除く。） 

（９）法令又は条例に基づく許可、認可、届出等を要する行為で、次に定める行為 

ア 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第１０条第３項若しくは第１６

条第３項の認可を要する行為、同法第２０条第３項若しくは第２１条第３項

の許可を要する行為又は同法第３３条第１項の規定による届出を要する行為 

イ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第４３条第１項若しくは第１

２５条第１項の許可を要する行為、同法第４３条の２第１項、第８１条第１

項、第１２７条第１項若しくは第１３９条第１項の規定による届出を要する

行為又は同法第１４３条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）

の規定による市の条例に基づき許可を要する行為 

ウ 富山県文化財保護条例（昭和３８年富山県条例第１１号）第１１条第１項

の許可を要する行為又は同条例第１１条の２第１項の規定による届出を要す

る行為 

エ 南砺市文化財保護条例（平成１６年南砺市条例第１０４号）第１１条第１

項の許可を要する行為又は同条例第１２条第１項の規定による届出を要する

行為 

オ 富山県景観条例（平成１４年富山県条例第４５号）第３４条第１項の規定

による届出を要する行為 

（１０）広告物に係る次に定める行為 

ア 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の除却 

イ 法令の規定により表示する屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の新

設、変更、改造又は移転 

ウ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）の規定による選挙運動のために

使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件の設置 



エ 工事に必要な仮設の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件で、残存期

間が工事期間内のものの設置 

オ 祭礼、冠婚葬祭等のため、一時的に表示する屋外広告物又は屋外広告物を

掲出する物件の設置 

カ 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する屋外広告

物又は屋外広告物を掲出する物件の設置 

（重点景観形成地区内における事前の届出を要しない行為） 

第６条 条例第１２条に規定する重点景観形成地区内における事前の届出を要しない

行為の基準は、前条の規定を準用する。 

（景観計画区域における届出行為に伴う協定） 

第７条 条例第１３条第２項に規定する規則に定める内容は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１）五箇山景観計画で定める景観づくりに関する基本方針 

（２）景観づくりのための行為の制限に関する事項 

（３）その他景観づくりにおいて必要な事項 

（届出行為の適合通知等） 

第８条 市長は、条例第９条の規定により届出された行為について、良好な景観の形

成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、届出のあった日から３０日以内に、

届出行為に係る適合通知書（様式第３号）により当該行為者に対しその旨を通知す

るものとする。 

２ 前項の場合において、届出に係る事項のうち、着手予定日に係る前倒し等の変更

については、第４条第１項の規定による変更の届出を要しない。 

（五箇山景観資産の指定、現状変更及び指定の解除） 

第９条 条例第１５条第３項の規定による通知は、市長が五箇山景観資産の所有者等

に対し五箇山景観資産指定書（様式第４号）（以下「指定書」という。）を交付して

行うものとする。 

２ 五箇山景観資産の所有者等が、五箇山景観資産に次の各号のいずれかに該当する

行為をしようとするときは、あらかじめ、五箇山景観資産現状変更届出書（様式第

５号）に別表第３に掲げる図書を添付して市長に提出するものとする。ただし、当

該行為が、第５条第２号から第１０号までに掲げる行為に該当するときは、この項

の規定は適用しない。 

（１）建築物、工作物の増築、改築、移転又は除却若しくは外観に係る部分の過半



の変更 

（２）樹木等の剪定・枝打ち、移植又は伐採 

（３）その他五箇山景観資産の重要な現状変更に相当すると市長が認める行為 

３ 条例第１５条第５項の規定により五箇山景観資産の指定が解除されたときは、五

箇山景観資産の所有者等は速やかに市長に対し指定書を返還するものとする。 

（五箇山景観資産に係る所有権等継承の届出） 

第１０条 条例第１６条の規定による届出をしようとする者は、五箇山景観資産所有

権等継承届出書（様式第６号）に別表第４に掲げる図書を添付して市長に提出する

ものとする。 

（景観づくり協定の認定要件、申請、告示等） 

第１１条 条例第２０条第１項の規定による景観づくりに関する協定（以下「住民協

定」という。）として市長が認定するための要件は、次のとおりとする。 

（１）次に掲げる事項が定められていること。 

ア 住民協定の名称、目的及びその対象となる区域の範囲に関する事項 

イ 建築物及び工作物の位置、規模、形態、意匠、色彩若しくは素材又は当該

区域の緑化等に関する事項 

ウ 有効期間（５年以上）に関する事項 

エ 変更及び廃止に関する事項 

オ その他景観づくりに関し必要と市長が認める事項 

（２）当該住民協定の区域内において建築物を所有し、又は権原に基づき占有する

者の３分の２以上の合意又は１０人以上の合意があること。 

２ 条例第２０条第２項の規定により住民協定の認定を申請しようとする者は、景観

づくり協定認定（変更・廃止）申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添付して

市長に提出するものとする。 

（１）住民協定の写し 

（２）その他市長が必要と認める書類 

３ 前２項の規定は、条例第２０条第３項の規定による住民協定の変更又は廃止につ

いて準用する。ただし、変更に該当しない書類の添付を省略できるものとする。 

４ 条例第２０条第１項、第３項及び第４項の規定により、市長が住民協定を認定し、

又は変更若しくは廃止を認定したとき、又は市長が住民協定を取り消したときは、

市長はその内容を告示するものとする。 

（景観づくり地域団体認定の規約、申請等） 



第１２条 条例第２１条第１項に規定する景観づくり地域団体（以下「地域団体」と

いう。）の規約等に定めるべき事項として同項第３号に規定する事項は、次に掲げ

るとおりとする。 

（１）名称及び主たる事務所の所在地 

（２）活動の区域（図面） 

（３）活動の目的及び内容 

（４）構成員に関する事項 

（５）役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項 

（６）会議に関する事項 

（７）会費及び会計に関する事項 

２ 条例第２１条第２項の規定による申請は、景観づくり地域団体認定（変更）申請

書（様式第８号）に前項各号に掲げる事項を記載した規約等を添えて行うものとす

る。 

３ 前項の規定は、申請事項の変更に準用する。ただし、変更に該当しない書類の添

付を省略できるものとする。 

４ 市長は、条例第２１条第１項の規定により地域団体を認定したときは、景観づく

り地域団体認定書（様式第９号）を地域団体に交付するものとする。 

５ 市長は、条例第２１条第３項の規定により地域団体の認定を取り消したときは、

景観づくり地域団体認定取消通知書（様式第１０号）により地域団体に通知するも

のとする。 

（助成等の対象となる景観づくり） 

第１３条 条例第２５条に規定する助成等の対象となる優れた景観づくりのために特

に必要であると認めるものは、次に掲げるものとする。 

（１）五箇山景観資産の保全に関わるもの 

（２）重点景観形成地区の景観保全に関わるもの 

（３）その他市長が景観づくりにおいて特に重要と認めるもの 

（審議会の組織及び運営） 

第１４条 条例第２７条第４項に規定する審議会の組織に関し必要な事項は、次に掲

げるとおりとする。 

（１）会長及び副会長各１人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 

（２）会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

（３）副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、



その職務を代理する。 

２ 条例第２７条第４項に規定する審議会の運営に関し必要な事項は、次に掲げると

おりとする。 

（１）審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長とな

る。 

（２）会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（３）会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（４）審議会に、特定の事項を調査審議させるための部会を置くことができる。 

（５）前号の部会の設置、組織及び調査審議すべき事項は、会長が審議会に諮って

定める。 

（６）審議会の庶務は、ブランド戦略部文化・世界遺産課において処理する。 

（７）この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

（公表の手続） 

第１５条 条例第２８条第１項の規定による公表は、南砺市公告式条例（平成１６年

南砺市条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場及び市ホームページに掲載して

行うものとする。 

（提出書類の部数） 

第１６条 条例及びこの規則により市長に提出すべき書類の部数は、２部とする。 

 （その他） 

第１７条 条例及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 


